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諮問第１号 通所型介護予防教室事業に係る手数料の制定について

１ 制定の理由

現在通所型介護予防教室事業（以下「事業」という。）で提供しているサービスのうち、

その一部を利用しない場合の手数料の額を定めようとするものである。

※ この事業は、平成２８年３月から実施している総合事業の通所型サービスに位置付け

られることから、名称も通所型介護予防事業に変更する。

２ 対象者

（１）町内に居住する要介護状態になるおそれの高い状態にあると認められる満６５歳以上

の者（基本チェックリスト該当者）

（２）要支援認定を受けている者

３ 事業の内容

原則週１回の通所で、介護予防プログラム（筋力向上、口腔機能向上、栄養改善、閉じ

こもり・認知症の予防、送迎、入浴等）を実施することにより、生活機能の維持・向上を

図り、要介護状態への進行を予防する。

４ 諮問の額

区分 金額

入浴サービスを利用しない場合 １日当たり８５０円

送迎サービスを利用しない場合 １日当たり８００円

入浴サービス及び送迎サービスを利用しない場合 １日当たり７５０円

５ 施行期日

平成２９年４月１日
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諮問第１号 参考資料

１ 手数料の額の算定について

事業で提供するサービスの一部を利用しない場合の手数料は、そのサービスと類似する

通所介護のサービス（法定給付サービスの介護保険給付で提供されるもの）の額を通常の

サービスに係る手数料から減じた額とする。

【減ずる額】

区分 金額

入浴サービスを利用しない場合 １日当たり５０円

送迎サービスを利用しない場合 １日当たり１００円

入浴サービス及び送迎サービスを利用しない場合 １日当たり１５０円

【参考】通常のサービスを利用する場合（現行） １日当たり９００円（改定なし）

２ 手数料の減額について

現行と同様、町民税の非課税世帯については、申請により減額することができるものと

する。

【減額後の手数料】

区分 金額

入浴サービスを利用しない場合 １日当たり６００円

送迎サービスを利用しない場合 １日当たり５７５円

入浴サービス及び送迎サービスを利用しない場合 １日当たり５５０円

【参考】通常のサービスを利用する場合（現行） １日当たり６２５円（改定なし）
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諮問第２号 道路占用料の改定について

１ 改定の理由

町道における道路占用料は、道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第１９条及び

別表に定める国道における道路占用料に準拠するとともに、国道に準拠する道道の道路占

用料との整合を図って規定している。

平成２９年４月１日、この政令の一部改正が施行され、国道の道路占用料が引き下げら

れることとなり、これによる道道の道路占用料の改定も進められていることから、町道の

道路占用料を改定しようとするものである。

２ 政令の改正

平成２９年１月１８日に公布された「道路法施行令の一部を改正する政令（平成２９年

政令第２号）」により、国道の道路占用料に関して、次のような改正が行われた。

（１）平成２７年度固定資産評価額の評価替え等を踏まえた道路占用料の額の改定

地価の下落傾向が反映された。

（２）その他所要の改正

占用面積等の端数処理方法を精緻化し、０.０１平方メートル又は０.０１メートル未

満の端数を切り捨てて計算することとされた。

３ 諮問の額

別紙のとおり

４ 施行期日等

（１）施行期日

平成２９年４月１日（以下「施行日」という。）

（２）経過措置

施行日前の占用に係る占用料は、改定前の占用料による。
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１ 道路占用料の額 

【占用期間が１月以上の場合】 

占用物件 
現  行 改定後（案） 

単 位 占用料 占用料 

法第３２条第１

項第１号に掲げ

る工作物 

第１種電柱 １本につき１年 ３１０円 ３００円 

第２種電柱 ４８０円 ４７０円 

第３種電柱 ６５０円 ６３０円 

第１種電話柱 ２８０円 ２７０円 

第２種電話柱 ４５０円 ４４０円 

第３種電話柱 ６２０円 ６００円 

その他柱類 ２８円 ２７円 

共架電線その他地上空に設ける線

類 
長さ１ｍにつき

１年 

３円 ３円 

地下に設ける電線その他の線類 ２円 ２円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ２７０円 ２７０円 

地下に設ける変圧器 
占用面積１m2に

つき１年 
１７０円 １６０円 

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 １個につき１年 
５６０円 ５４０円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２４０円 ２３０円 

広告塔 表示面積１m2に

つき１年 

７６０円 ６７０円 

その他のもの ５６０円 ５４０円 

法第３２条第１

項第２号に掲げ

る物件 

外径が0.07ｍ未満のもの 長さ１ｍにつき

１年 

１２円 １１円 

外径が 0.07ｍ以上 0.1ｍ未満のも

の 
１７円 １６円 

外径が 0.1ｍ以上 0.15ｍ未満のも

の 
２５円 ２４円 

外径が 0.15ｍ以上 0.2ｍ未満のも

の 
３４円 ３３円 

外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のもの ５０円 ４９円 

外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のもの ６７円 ６５円 

外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のもの １２０円 １１０円 

外径が0.7ｍ以上1ｍ未満のもの １７０円 １６０円 

外径が1ｍ以上のもの ３４０円 ３３０円 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設  ５６０円 ５４０円 

法第３２条第１

項第５号に掲げ

る施設 

地下街及び地

下室 

階数が１のもの 占用面積１m2に

つき１年 

Ａ※に 0.004 を

乗じて得た額 

Ａ※に 0.005 を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａ※に 0.007 を Ａ※に 0.008 を

諮問第２号 別紙 
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乗じて得た額 乗じて得た額 

階数が３のもの Ａ※に 0.008 を

乗じて得た額 

Ａ※に 0.01 を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 ３８０円 ３４０円 

地下に設ける通路 ２３０円 ２００円 

その他のもの ５６０円 ５４０円 

法第３２条第１

項第６号に掲げ

る施設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面積１m2に

つき１年 
８円 ７円 

その他のもの 
占用面積１m2に

つき１日 
７６円 ６７円 

政令第７条第１

号に掲げる物件 

看板 
一時的に設けるもの 

表示面積１m2に

つき１月 
７６円 ６７円 

その他のもの 
表示面積１m2に

つき１年 
７６０円 ６７０円 

標識 １本につき１年 ４５０円 ４４０円 

旗ざお 祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

１本につき１日 

８円 ７円 

その他のもの １本につき１月 ７６円 ６７円 

幕 祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

その面積１m2に

つき１日 ８円 ７円 

その他のもの 
その面積１m2に

つき１月 
７６円 ６７円 

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 ７６０円 ６７０円 

その他のもの ３８０円 ３４０円 

政令第７条第２号に掲げる工作物 
占用面積１m2に

つき１年 
５６０円 ５４０円 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設 

及び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１m2に

つき１月 
７６円 ６７円 

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物 

及び同条第７号に掲げる工事用材料 
５６円 ５４円 

※ 「Ａ」とは、近傍類似の土地の時価を表する。 

 

【占用期間が１月未満の場合】 

  占用の期間が１月以上の場合の金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額となることから、今回併せて

改定する。 

占用物件 
現  行 改定後（案） 

単 位 占用料 占用料 

法第３２条第１

項第１号に掲げ

る工作物 

第１種電柱 １本につき１年 ３３４円 ３２４円 

第２種電柱 ５１８円 ５０７円 

第３種電柱 ７０２円 ６８０円 
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第１種電話柱 ３０２円 ２９１円 

第２種電話柱 ４８６円 ４７５円 

第３種電話柱 ６６９円 ６４８円 

その他柱類 ３０円 ２９円 

共架電線その他地上空に設ける線

類 
長さ１ｍにつき

１年 

３円 ３円 

地下に設ける電線その他の線類 ２円 ２円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ２９１円 ２９１円 

地下に設ける変圧器 
占用面積１m2に

つき１年 
１８３円 １７２円 

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 １個につき１年 
６０４円 ５８３円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ２５９円 ２４８円 

広告塔 表示面積１m2に

つき１年 

８２０円 ７２３円 

その他のもの ６０４円 ５８３円 

法第３２条第１

項第２号に掲げ

る物件 

外径が0.07ｍ未満のもの 長さ１ｍにつき

１年 

１２円 １１円 

外径が 0.07ｍ以上 0.1ｍ未満のも

の 
１８円 １７円 

外径が 0.1ｍ以上 0.15ｍ未満のも

の 
２７円 ２５円 

外径が 0.15ｍ以上 0.2ｍ未満のも

の 
３６円 ３５円 

外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のもの ５４円 ５２円 

外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のもの ７２円 ７０円 

外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のもの １２９円 １１８円 

外径が0.7ｍ以上1ｍ未満のもの １８３円 １７２円 

外径が1ｍ以上のもの ３６７円 ３５６円 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設  ６０４円 ５８３円 

法第３２条第１

項第５号に掲げ

る施設 

地下街及び地

下室 

階数が１のもの 占用面積１m2に

つき１年 

Ａ※に 0.00432

を乗じて得た額 

Ａ※に 0.0054 を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａ※に 0.00756

を乗じて得た額 

Ａ※に 0.00864

を乗じて得た額 

階数が３のもの Ａ※に 0.00864

を乗じて得た額 

Ａ※に 0.0108 を

乗じて得た額 

上空に設ける通路 ４１０円 ３６７円 

地下に設ける通路 ２４８円 ２１６円 

その他のもの ６０４円 ５８３円 

法第３２条第１

項第６号に掲げ

る施設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面積１m2に

つき１年 
８円 ７円 

その他のもの 
占用面積１m2に

つき１日 
８２円 ７２円 

政令第７条第１ 看板 一時的に設けるもの 表示面積１m2に ８２円 ７２円 
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号に掲げる物件 つき１月 

その他のもの 
表示面積１m2に

つき１年 
８２０円 ７２３円 

標識 １本につき１年 ４８６円 ４７５円 

旗ざお 祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

１本につき１日 

８円 ７円 

その他のもの １本につき１月 ８２円 ７２円 

幕 祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

その面積１m2に

つき１日 ８円 ７円 

その他のもの 
その面積１m2に

つき１月 
８２円 ７２円 

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 ８２０円 ７２３円 

その他のもの ４１０円 ３６７円 

政令第７条第２号に掲げる工作物 
占用面積１m2に

つき１年 
６０４円 ５８３円 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設 

及び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１m2に

つき１月 
８２円 ７２円 

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物 

及び同条第７号に掲げる工事用材料 
６０円 ５８円 

●占用期間が１月未満の場合の改定後の金額等の算定方法は、次のとおり。 

 【占用期間が１月以上の場合の占用料の改定後金額】×【１.０８（８％加算）】＝【改定後金額】（１円未満の

端数は、切り捨てる。） 

 【占用料を算定するために用いる率の税抜きの率】×【１.０８（８％加算）】＝【改定後の率】 

※ 「Ａ」とは、近傍類似の土地の時価を表する。 

 

２ 端数処理方法の改定 

占用面積等に小数点以下の端数がある場合の処理方法を精緻化する。 

 

【現行】 

小数点以下の端数を1に切り上げる。（例：0.01は1、1.01は2） 

 

【改定後】 

小数点以下第3位から切り捨てる。（例：0.011は0.01、1.001は1） 
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諮問第３号 低炭素建築物新築等計画の認定事務に係る審査区分の追加に伴う

手数料の制定について

１ 制定の理由

「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促

進のために誘導すべき基準」の一部改正により、住宅以外の建築物に係る低炭素建築物新

築等計画の認定（変更認定を含む。）事務において、モデル建物法を用いた申請が可能と

なったため、これに係る審査手数料を定めようとするものである。

２ 低炭素建築物の認定制度の概要

一次エネルギー（石油等）の消費量が一定以下であり、蓄電装置、太陽光発電装置、節

水装置等の設備を備えることで二酸化炭素排出量の削減対策が講じられている建築物につ

いて、低炭素建築物として認定するものである。

この認定により、容積率の緩和や税制上の優遇措置（住宅ローン減税額の引上げ及び登

録免許税率の引下げ）等の対象となるものである。

３ 諮問の額

手数料の額

区分
評価機関の

審査を経た場合

【モデル建物法の場合】住宅以外の建築物 １１８,０００円 １４,５００円

に係る低炭素建築物新築等計画の認定（変 (６６,８００円) (１４,５００円)

更認定）申請に対する審査手数料

※ 手数料の額は、国が参考に示した審査に要する想定所要時間を基に算定

【参考】現行の審査手数料

手数料の額

区分
評価機関の

審査を経た場合

【モデル建物法以外の場合】住宅以外の建 ２８８,０００円 １４,５００円

築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定 (１５１,０００円) (１４,５００円)

（変更認定）申請に対する審査手数料

４ 施行期日

平成２９年４月１日
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音更町附属機関設置条例

平成２２年３月２３日

音更町条例第１号

（趣旨）

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほ

か、町の執行機関が設置する附属機関に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機関と

して、別表の第１欄に掲げる執行機関に、同表の第２欄に掲げる附属機関を設置し、その担

任する事項は同表の第３欄に掲げるとおりとする。

（組織）

第３条 附属機関は、別表の第４欄に掲げる委員をもつて組織し、その任期は同表の第５欄に

掲げるとおりとする。

（委任）

第４条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関の規則

で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

２～５ 略

別表（第２条、第３条関係）

附属機関の属する 委員の 委員の
附属機関 担任する事項

執行機関 定数 任期

町長 （略） （略） （略） （略）

音更町使用料等 使用料及び手数料の額について、 １５人 ２年
審議会 審議を行うこと。

（略） （略） （略） （略）

教育委員会 （略） （略） （略） （略）
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音更町使用料等審議会規則

平成２２年３月２６日

音更町規則第１９号

（趣旨）

第１条 この規則は、音更町附属機関設置条例（平成２２年音更町条例第１号）第４条の規定

に基づき、音更町使用料等審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。

（委員）

第２条 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから、必要の都度町長

が委嘱する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任を妨げない。

（会長）

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。

（会議）

第４条 審議会の会議は、会長が招集する。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。

（庶務）

第５条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。

（委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が

別に定める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。



平成28年7月1日現在

№ 氏名 所属団体等 備考

1 河　田　さえ子 音更町社会福祉協議会会長 会長

2 大　西　　　勉 木野農業協同組合常務理事 会長職務代理

3 太　田　泰　廣 音更町農業協同組合常務理事

4 山　田　留美子 音更町農業協同組合女性部監事

5 白　木　幹　子 木野農業協同組合女性部副部長

6 坂　井　寛　明 音更町商工会事務局長

7 向　井　眞知子 音更町商工会女性部副部長

8 畠　山　卓　也 音更町商工会青年部部長

9 畠　　　弘　之 連合北海道音更地区連合会会長

10 細　野　純　宜 音更町PTA連合会会長

11 阿　部　光　江 音更町消費者協会副会長

12 大　野　カヨ子 音更町老人クラブ連合会副会長

13 岡　田　哲　男 音更町文化協会会長

14 横　幕　正　二 公募

15 高　津　田鶴子 公募

音更町使用料等審議会委員名簿

任期２年（平成２８年７月１日～平成３０年６月３０日）
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